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平成２５年労第５４５号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監

督署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対して

した労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付を支

給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日にＡ会社（以下「会社」という。）に入社し、平

成○年○月○日からは会社Ｂ工場に配属され、平成○年○月○日には会社Ｃ支店

に勤務となり、営業職として新規拡販業務等に従事していた。 

請求人によれば、平成○年○月頃から血圧が高く、寝られない状態が続いたた

め、同年○月○日Ｄ医院に受診したところ、「うつ病」と診断された。 

請求人は、精神障害を発病したのは業務上の事由によるものであるとして、監

督署長に療養補償給付を請求したところ、監督署長は、請求人に発病した精神障

害は業務上の事由によるものとは認められないとして、これを支給しない旨の処

分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却

したので、請求人は、更にこの決定を不服として、再審査請求に及んだものであ

る。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 
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第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）労働局地方労災医員協議会精神障害等専門部会（以下「専門部会」という。）

の意見書によれば、請求人は平成○年○月頃にＩＣＤ－１０診断ガイドライン

の「Ｆ３２ うつ病エピソード」（以下「本件疾病」という。）を発病したと

しており、当審査会も関係医証等を精査したが、専門部会の意見は妥当なもの

と判断する。 

（２）ところで、精神障害の業務起因性の判断に関しては、厚生労働省労働基準局

長が、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（平成２３年１２月

２６日付け基発１２２６第１号。以下「認定基準」という。）を策定しており、

当審査会としてもその取扱いを妥当なものと考えるので、以下、認定基準に基

づいて検討する。 

（３）請求人の本件疾病発症前おおむね６か月間における業務による心理的負荷に

ついて検討すると、次のとおりである。 

ア「特別な出来事」について 

認定基準別表１「業務による心理的負荷評価表」（以下「別表１」という。）

の「特別な出来事」の類型に示されている「心理的負荷が極度のもの」また

は「極度の長時間労働」は認められない。 

イ「特別な出来事以外」について 

（ア）請求人が平成○年○月○日付けでＥ事務から営業職へ配置転換になった

出来事については、別表１の「配置転換があった」に該当し、その平均的

な心理的負荷の強度は「Ⅱ」である。 

上司のＦによると「訪問先を誰かに伝え、同じ方面に行く他の営業マン

がいれば、車に乗せてもらうよう指導していた。１人では出て行かないよ



- 3 - 

うに話したこともあります。」と申述している。また、請求人はノルマが

あった旨主張しているが、Ｆは「新規開拓というのは、ＧというＰＣソフ

トにＨが入っており、そのソフトから、自社製品が入っていないＨに行き

当社の製品も売り込むというものでした。ただしノルマはありませんでし

た。」と申述している。したがって、当該配置転換については、くも膜下

出血後の高次脳機能障害が残り、車の運転ができない請求人に対する職場

全体の配慮が足りない面も認められるものの、配置転換後の会社の支援・

協力等がまったくなかったとは言えないことから、この出来事の心理的負

荷の総合評価は「中」と判断する。 

（イ）請求人によると「前事業場に戻りたい」と話したときに、同僚のＩが「絶

対に阻止する」と脅かされたとする出来事については、別表 1の「同僚と

のトラブル」に該当し、その平均的な心理的負荷の強度は「Ⅱ」であるが、

平成○年○月○日付けの会社総務部Ｊ作成の報告書によるとＩは「覚えが

ない」と申述している。Ｉは請求人の同僚であり人事に関与できる立場に

あったとは認められず、同出来事は両者の会話中に生じたものであり、客

観的にはトラブルとまではいえないことから、この出来事の心理的負荷の

総合評価は「弱」と判断するのが妥当である。 

（ウ）請求人がくも膜下出血の後遺症で、電話に出ても要件を上手に聞けなか

ったり、伝えられなくなり電話に出なくなったときに、同僚のＫから「電

話に出ろ」と注意叱責された出来事については、別表 1の「同僚とのトラ

ブル」に該当し、その平均的な心理的負荷の強度は「Ⅱ」である。請求人

が電話に出なくなったことから生じたトラブルであるが、電話に出ること

は業務の一環であり、また、同僚のＫは「個人を否定するような言い方は

一切していない」と述べていることから、客観的にはトラブルとまではい

えず心理的負荷の総合評価は「弱」と判断する。 

（エ）次に、飲み会の席で「飲んでる場合じゃないだろう」といわれ死にたい

ようになったとする出来事については、発言の事実は確認できないものの、

仮に事実であったとしても、これは業務以外の飲み会の席で生じたもので

あり、業務に関連する出来事として評価することはできない。 

（４）以上のとおり、業務に関する出来事の総合評価は「中」、「弱」、「弱」で

あり、当審査会としては請求人の業務による心理的負荷の全体評価は「中」と
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判断する。 

（５）なお、請求人は「審理のための処分の申立書」を提出し、縷々主張するが、

上記に検討したところからすると、当審査会としては、請求人の求める調査の

必要性は認められず、これを採用することはできない。 

３ 以上のとおりであるから、請求人に発病した本件疾病は業務上の事由によるも

のであるとは認められず、したがって、監督署長が請求人に対してした療養補償

給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

 


